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国民健康保険における保健事業等の今後の展開に関する懇談会について（概要）  

1．趣旨  

国民健康保険（以下「国保」という。）の保健事業は、平成14年度からは、国民   

健康づくり運動を背景として、糖尿病をはじめとする生活習慣病の一次予防に重点   

を置き、国保ヘルスアップモデル事業を創設し、事業評価の視点を取り入れた取組   

を行ってきた。その取組実績は、平成20年度から医療保険者に義務化された特定   

健診・特定保健指導の導入に活かされたところである。  

このように特定健診・特定保健指導が保険者に義務化された状況を踏まえると、   

生活習慣病の予防に重点を置いて取り組んできた国保ヘルスアップ事業について   

は、地域保健の観点から、被保険者の健康増進を図る新たな保健事業の展開が必要   

とされている。  

一方、少子■高齢化の進展に伴い、被保険者の平均年齢が高い国保にとっては、   

保健・医療・福祉の連携による被保険者の健康の確保が、重要な課題となっている。  

このため、国保としてのより効果的な保健事業等のこれからの展開について、国   

保関係者、学識経験者等が参集し、幅広い観点から議論を行うものである。  

2．懇談内容  

（1）被保険者の健康の保持増進のための国保ヘルスアップ事業の今後の展開  

（2）被保険者の生活を支える地域ケアのあり方としての保健と医療・福祉の連携   

（3）地域ケアにおける国保直診施設の果たすべき役割  

3．懇談会構成員  

別糸氏のとおり  

4．運営   

（1）懇談会は、国民健康保険課長が構成員の参集を求めて開催する。   

（2）懇談会の運営については、次のとおりとする。  

①本懇談会は、公開で行う、  

②懇談会資料は、終了後厚生労働省ホームページ等において公開する。   



第1回国民健康保険における保健事業等の今後の展開に関する懇談会（議事要旨）  

出席委員等：伊藤座長、池田委員、北委員、河内山委員、坂本委員、田中委員、冨永委員、  

西村委員、前沢委員、松田委員、大坂参考人、辻参考人  

○住民の健康増進一幸せづくりのために  

・重要な課題である予防活動や保健事業に財源を投じるコンセンサスを得ることが重要。  

・財源投資のコンセンサスを保険者と地域住民は持っていてほしい。住民を幸せにして医療費   

を減らそうという考え方で、ある程度投資し続けなければ、途中で降りたら効果は上がらない。   

やり続けた地域がやらなかった地域に比べて明確に大きく差が出るのはある程度先になるが、   

やり抜くことが重要。  

・′予防や保健の意味合いや、そこに財源をあてていくことのコンセンサス、医療関係者全体の   

意識の統一がまだできていない。  

・財源を予防に振り向けていくことについて、エビデンスがないと政策はやってはいけないと   

いう話がよくあるが、基本的な構造が分かればきちんとやるべき。予防についてもっと財源を   

シェアするというコンセンサスを国保で運動論として起こしてほしい。  

・地方への国の補助金が減り公衆衛生行政が国の指導機能・政策ツールを失っていく中、国保   

が国保財政の安定化という観点からの調整交付金で時代を先取りした政策を担ってきたとい  

う歴史は大変重要。   

一 医療費抑制のためにただ頭からあれも抑える、これも抑えるという政策では住民合意は得ら   

れない。まちぐるみで予防活動を含めて住民が幸せをどうつくっていくか、それが医療責抑制   

に結果として出てくる、このようなことが本当の意味の政策になる。  

○市町村国保偶険者）とポピュレーションアプローチ  

・お医者さんにかかる前に生活指導をするという文化を、戦後、保健師を通じて国保は育てて   

きた。その文化をもう一度、国保は自己確認してポピュレーションアプローチをやるべき。  

・住民の意識や暮らし方を変えていく、つまり、まちの考え方を変えるということが政策であ   

り、病院に行く前の政策をきちっとやることがまちづくりであり、そこに国保の大きな役割が  

ある。  

・医療のかかり方を知っていれば、住民も病気になってもその後の生活が展望できる。本来ど   

ういうふうに医療を受けるべきなんでしょうとか、できたらこういう医療にしようなどの住民   

啓発が非常に重要。被保険者のエージェンシーとして医療のかかり方を地域の中で語る地域啓   

発力が国保には重要。  

・地域の住民啓発を担うのは保健師であり、今の生活習慣病予防とか医療のかかり方に関わる   

国保の保健師にがんばってほしい。   



○地域保健活動の担い手としての保健師について  

・住民と問題点を共有することで、住民の力を引き出した非常にいい健康づくり事業に取り組   

んでいるところもある。国保財政の厳しい状況についても住民とともに問題を共有していくよ  

うなことがとても大事。  

・保健師一人の力は弱い。長野県がやったような保健指導員の組織のように、地域現職と一緒   

になって活動すべき。・住民の意識を変えるには、医師や首長にどのように理解し考えてもら   

うかが重要であり、 

や姿勢が重要。そのため市町村長に、保健師を増やして、予防活動や保健事業がいかに住民の   

幸せに貢献できるかということを認識してもらう方法を模索することが必要。  

・医療費を下げて住民が幸せになる方法というのは、市町村長が保健師の数を増やして、そし   

てまた、そういう活動がいかに住民の幸せに貢献できるかを、もっと認識してもらう方法を模   

索することも必要。  

○包括的な保健と医療の連携  

・包括的な保健と医療の推進モデル事業として、小児期からの生活習慣病予防事業に取り組ん   

でおり、効果を上げている。  

・保健師や事務職の数が減っていく中で保健師への期待に応えるためには、在宅保健師のよう   

な地域にある社会資源を活用することが大事なポイント。  

○在宅医療一在宅ケアの推進  

・寝たきりゼロ作戦は国保直診施設を中心として展開し、全国に発展していった。予防と治療   
と地域ケアという地域包括ケアという概念も打ち出すなど、国保直診施設が時代を先取りする   

役割を果たしていた。  

・直診施設の設置されている市町村では、国保医療費や老人医療費を抑制できているという調   

査結果もある。  

・在宅医療とプライマリケアをやる国保直診を国保が育てて、日本の新しい医療モデルをつく   

れないか、期待している。  

○市町村の公衆衛生行政と国保保健事業の役割分担  

・一般行政では時代時代のニーズをこなしていくことも必要であるが、国保特会における保健   

師の役割を位置づけてほしい。  

・市町村役場と一体になっているみつぎ病院のような直診施設では保健師をたくさん採用でき   

ている。市町村保健師と国保直診がいかに連携していくかが課題。  

◆†   







涌谷町の保健事業（平成2I年唐）  

目 標：町中が元気と笑顔にあふれ家族地域がふれあいと引こ歩お健康わくや  

年 代   新生児期  乳児期   幼児期   学童劇  思春期   青年期   壮年劇   老年期  
0ケ月  1ケ月から11ケ月  1才一5才  6才～12才  13才一19才  20才～39才   40才～64才   65才～74才  l75才以上   

夢があり、失敗を恐れす何にでも  家族や地域とのふれあいを大切にし   みんなに認められながら役割をもち、仲間と   
チャレンジできる子どもに育つ  活力あふれる毎日を遇ごす  ともにいつまでも若く朗らかに生きる  

t康増進（一次予防）  7か月児暮軋食  
相談   育セ‡ナー  

生活習慣を見直し、健康的  ピッカビカ教室  捨定  ■鯵地区説明会  
な生活に近づけることで発  のんのん教妻   企業に対する健康教書 」   l        さくら会  
病を予防する．  定期予防接種  l  シニ  7クッキング  

地区活勤（憤激圭・ミニ丁イサービス）介鼓予防書及事壬   
l  

疾病予肪（二次予防）、  す密度測定事集l 妊産婦厳周   l】人間ドック川卜朋卜50■55・柏）】  高齢者インフルエンザ予防榛種  
2ケ月（委託）  

病気を早附こ発見し、治癒  4ケ月（町）  妊槻鯵（14回）l  特定吉齢看把草書兼  
あるいは重症化しないよう  8ケ月（委託）  

l  

骨組農症凛嘗（18i－70    i女性）  

に、生活習慣の改善を促す  1羞2か月児   
支援   l  

成人書科橡   鯵（30i以上男女〉  

特定t  鯵・特定保健指導  l■摩鯵査  

紡がん検診（40才一84才）   結棟榛鯵（65才以上）  

大鵬がん・胃がん・肝炎ウイ  ルス検診（40才以上）・前立臆験さ（50－70才男）  

l  

及び牡鯵に伴う鮪庸繊エl   子宮がん換鯵（20才一）乳   30才～）  

介護予防  孟所型介護予防事業（のびのび教室・いきいき教室）  

l  

問啓介書手肪暮重  
自分らしい活動的な85歳  肯ッピーアラカルト  （口腔機能向上書及啓発・歯科相鱗■歯科妨間）  

を目指し、生活捜能が低下  
しないようにする支援  

1  元気おま看教室卜最高齢者施策）  
歯つらつ大学（口鰹機能一般苫齢書施策）  

運動ひろばト般高齢者施葺）  

ケア・リハビリ  
l       ‾、‾ ァ  

l乳幼児発達訪問指導l  
荘知症予防教室  

（三次予防）  ＃榊俳書者塵肴会はつき会）・上の会（しらゆり金）支橿   ・さつき金作稟所グループ ＃♯経書舌訪間指濃  

虐待訪問指導  共生の裁傾相隷  
障害があっても自分らしく  l発達支捷事業  

いきいき生活できる支援  
精神保健趨牡相談  

みやぎよろこびの会（がん克慮看の会）  

心身障害児・心身障害者訪問指導  

ネットワーク  
（連携づくり）  

】苧せ保儀優月食  l  

わくやtよステップ21什官権遼（推進大会・懇離会）  
町民が主休的に健康を考  
え、互いに連携し実践して  食青推進甘曹の穐進  
いけるようになるための支  
援  

■よ推進Å協i会（地区組書育成卜食生活改善推進Å活動  

－4－   l  自主グループ活動（やる気元先アップの会、若人の会）  
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宮城県市町村の脳卒中の現状  

市町村ごとの脳卒中死亡率（平成15年）  

脳卒中死亡率   

市町村の年齢構造を補正して  

全国平均を100とした場合の  

脳卒中リスクの相対比  

宮城県：117  

最低値： 70（涌谷町）  

最高値：218（大衡村）  

50  100  150  200  

脳卒中死亡率  

総務省「人口推計」，宮城県「衛生統計年鑑」厚生労働省  
「人口動態調査」を基に東北大学・坪野教授作成による  

＿12＿  

涌谷町国民健康保険 医療費1人当費用額の推移（国t県全体との比較）  

－■－  

s・→3H4H5HlH13HlHl  
一 

※全虻・宮城県の数値は「皿丘健兼任険の実態」市町村計による  

ー13－   





北九州市国民健康保険の保健事業について  

～生活習慣病対策について～  

北九州市保健福祉局健康推進課  

丹田 智美  

1 北九州市の概要（平成21年3月末現在）  

（1）人口  

（2）高齢者人口（65歳以上）  

（3）高齢化率  

（4）国保被保険者数   

97万9，766人   

23万8，547人  

24．3％  

約26万7，000人  

2 実施体制   

（1）国保保健事業の実施体制  

◆ 平成20年4月に組織改正；健康づくり（健診含む）から介護予  

防までを一体的に実施する課となる。⇒国保部門はこの課に位置  

づけられる。  

◆ 健康づくり関係事業を実施している衛生部門と協力、連携体制   

（2）北九州市の保健師の体制  

◆ 地区担当制と業務分担制を有効に活用  

3 各計画の位置づけ  

＊各計画に生活習慣病対策を位置つけている（特定健診・特定保健指導書  

む）   

（1）健康福祉北九州総合計画【改訂版】［抜粋】（平成21年3月）  

◆ 生涯を通じた健康づくりの推進  

⇒特定健診など各種検診を実施する。生活習慣の改善が必要な市  

民に対し支援を行い、糖尿病などの生活習慣病予防対策を推進  

する。   

（2）健康福祉北九州総合計画（健康づくり部門）【改訂版】【抜粋】  

（平成21年3月）  

◆ 基本理念：生涯を通じて市民一人ひとりが健康でいきいきと心豊  

かに満足して暮らすことができる  

◆ 本市の重点課題  病の予防及びその重症  

（3）特定健康診査等実施計画  

◆ レセプト、基本健康診査の結果、介護保険データを分析し作成  

－1－   



4 北九州市の特定健診・特定保健指導lこついて   

（1）実施体制（別紙1）  

◆ 特定健診・特定保健指導を医師会に委託  

◆ 個別方式（協力医療機関）⇒ステッカーを配布  

集団方式（市民センターや区役所等）  

（2）特徴  

◆ 医師会との連携（医師会の会議に出席し、協議や情報交換）  

◆ 2週間以内の結果返し→特定保健指導実施率向上  

◆ がん検診、骨粗しょう症検診、若者健診等と同時実施（チラシや  

PRも同時に実施）  

（3）課題  

◆ 受診率の低迷  

◆ 精度管理  

◆ 評価  

（4）受診率向上に向けた今年度の新たな取り組み（未受診者対策）  

⇒特定健診を受診したらポイントがついて  マイレージ事  ◆ 健  

くる。他の健康づくり関連事業にも参加してポイントため、景品  

と交換。  

◆ 受診勧奨はがきと受診勧奨電話  

5 特定保健指導対象者以外への保健指導   

（1）目的  

◆ 生活習慣病予防、生活習慣痛等の重症化予防及び医療費適正化を  

図る   

（2）背景と経緯  

◆ 特定健診の結果、特定保健指導対象者以外の保健指導対象者の方  

が多かった  

保     健指導  割 合（％）  

、、トさ  1ヾ も・て：11：ノ   ＝脇・・  沖∧■－  〃干∴・  

上、ナ＿l、  【‘▲   41∴、2  

情報提供  83．2   

受診必要（再掲）  24．0   

受診不必要    （再掲）  20．4  

！市の現状に応じた展開！  

衛生部門と連携し、検討会を実施  

「特定保健指導以外の対策マニュアル」作成   



（3）対象（別紙2・3）  

◆ 特定保健指導対象者以外の者で医療受診が必要な者、保健指導が  

必要な者（各区の衛生部門と国保部門でアプローチ）  

（4）慢性腎臓病対策（CKD対策）  

◆ 背景⇒人工透析の増加  

◆ 家庭訪問、教室、アンケート調査、市民向け研修会  

◆ 今後の対策を医師会と協議  

6 衛生書肝ヨとの連携による保健事業の展開  

（1）衛生部門との連携にあたっての準備と展開  

◆ データ分析や既存調査の活用  

○特定健診・特定保健指導の結果、医療費データ、人口動態  

データを分析  

○地域健康づくりデータベースの活用  

○妊婦健診、3歳児健診の結果の確認  

○健康づくり実態調査の活用  

◆ 各種計画に位置づける  

◆ 業務の洗い出しと課題整理⇒生活習慣病対策をすすめるにあた  

っての計画⇒優先課題を抽出（市にとって何が大切か？）  

課題の洗い出しや分析結果をまとめ、会議や研修会や区をまわり、  

生活習慣病の現状と課題を説明。また、今後の方向性を伝える。  

（2）衛生部門施策との連動  

◆ 健康教育⇒特定健診、がん検診の受診勧奨、慢性腎臓病等含む   

◆ 健康相談⇒特定健診の事後フォローの場として  

◆ 食生活相談⇒特定健診の事後のフォローの場として  

◆ 市民センターを拠点とした健康づくり事業（住民主体の健康づくり）  
J■■■‾ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ －11 ■l■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■  

ー ■ ■ ■ ■ ■ ● t ■lllll■ ■ ■lllllll ■ － ■ ■ ■ ■ ■ 一  

（3）母子保健活動との連動⇒乳幼児からの取り組みの必要性  

7 展開するにあたって  

◆ レセプトや特定健診の結果等の分析⇒データを生かした市独自の保健活動  

◆ 現状分析から優先課題を検討⇒関係部署との課題の共有と方向性の検討  

－3－   



「特定健診・特定保健指導」  

【個別医療機関（かかりつけ医）をベースにすることで特定健診、特定保健指導が一体的である】   

① 受診機関が数多くあり、身近な医療機関で自分にあった時間に受診でき、受診率向上につながる。   

② かかりつけ医が、生活習慣病予防のため特定健診受診勧奨を行い、受診率向上につながる。   

③ 保健指導も継続的に行われ、その結果、健康管理が継続的に行われ、生活習慣の改善につながる。   

④ 医療との連続性が保障され、疾病の早期発見・早期治療となり、医療費適正化につながる。   

⑤ 他の検診との総合的な実施が可能である。  

市民；北九州市国市国民健康保険加入者 40歳～74歳  

．．．．．．………．．．」ユ．．．．．．．．．  
【検体検査機関】  

タ  入力③階層化（情報提供、動機づけ支援、積極的支援）   （》 検体検査②デー  
㌻ヤ旬・－悩鱒軒笹森㌣I昔勲相即沌照準雉敬堀割魅笥埼鐸謂閑  

結果返し・特定保健指導  （結果返しは2週間以内）  

【医療機関】  

（丑「情報提供」対象者   

検査結果の説明、生活習慣病予防の説明  

②「要治療」対象者   

検査結果説明、医療機関受診勧奨  

③「動機づけ支援」、「積極的支援」対象者   

検査結果の説明、生活習慣改善の必要性の説   

明、保健指導及び保健指導日時の予約  

（夜間、土日等、対象者の利便性を考慮）  

【集団健診機関】  

（D「情報提供」対象者  

検査結果の説明、生活習慣病予防の説明  

②「要治療」対象者  

検査結果説明、治療開始又は専門医紹介  

③「動機づけ支援」、「積極的支援」対象者   

検査結果の説明、生活習慣改善の必要性の説   

明、保健指導及び保健指導日時の予約   

（夜間、土日等、対象者の利便性を考慮）  

㌦鞭均憫銅噂瞞雄和郷㈲顆珊瑚御物鰊瑚僻昭和即冊柳沼碍醗酵碑鴻鞠軌卿澗緒卿鞘㈹嘩鞄脚朝噂郷関 ．柵だ掛澗；・棒材甥町竺竿  

医師会との委託契約により実施  

◆北九州市は精度管理と草葉評価及びデータ管理とデータ分析。また、特定保健指導   

対象者以外への保健指導を実施（慢性腎臓病対策等）。  

－4－   



【対象者と実施内容】  

☆特定保健指導以外の対象者☆  単位省略  

未受診  治療中  

区弱  生活支援課  健康推進課  

対象者   実施内容  担当  保健指導の方法   対象者   実施内容  担当  儀攣袴■の方式   

情報提供で  
①HbAIc6．1以上8．0未満（必  
須）  ●①は、受  

診確認、受  
診勧奨、受  
診継続支  

電話  
A     ②HbAIc5．5以上6．0以下  

③HbAIc5．2以上5．4以下かつ  
血圧要指導域以上  のための支  相談）  

④上記以外（血圧・脂質等）  

※②③④は区の実情に応じ  
て実施  

情報提供で  
①Ⅲ度高血圧  ①②③は全て  

（収縮期180以上または拡  
1回以上の訪  

張期110以上）   
間（原則訪問  
であるが対象  情報提供で   

●重症化予  
防のため、  

に応じて電話  

（HbAIc8．0以上）  
でもよい）  ●重症化予  

受診確認、  張期110以上）  防のため、  

B  
受診勧奨、  受診継続支 援 
受診継続支  、良好な コントロ 
援、良好な  （HbAIc8．0以上）  ール  
コントロール  のための支  
のための支   援   

④Ⅰ度高血圧  援  ④は原則電話  
（収縮期140～160未満また  査値に応じて必妻な人）   

は拡張期90～100未満）  訪問：訪問以  

外に所内、所  
※④は区の実情に応じて実  外の面接でも  
施  よい   

●重症化予  全て1回以上  ●重症化予  

防のため、   の訪問（原則  情報提供で  防のため、   
腎臓専門医  訪問であるが  ①eGFR50未満   腎臓専門医  

情報提供で  への受診確  対象に応じて  上冨己のうち、eGFRが悪い順  への受診確  
C   ①eGFR50未満（40歳以上70  

歳未満）  
奨、受診継  糖、脂質、尿酸等の値で優  
続支援、良  訪問：訪問以  続支援、良  
好なコント  外に所内、所  好なコント  
ロールのた  外の面接でも  ロールのた  
めの支援   よい   めの支援   

※ ここで示す■臓書∩医とは、日本■農事会が昆走した医師である。  

※ 上記で申血圧、血★、劇∫は対t青靂走のための礪臼であり、保触指導は他の検査礪旧も書■して実掬すること。  
※l、8、¢で対t暑が重なった■合は、lよりも8、8よりもCを任免して実施すること。  

－5－   



平成21年度北九州市国民健康保険特定保健指導以外の対策マニュアルにおける特定健診事後フォロー噛  

目的：糖尿病等の生活習慣病の予防、生活習慣病等の重症化予防及び医療費適正化を図る。  

詳細は、「平成21年度北九州市国民健康保険特定保健指導以外の対策マニュアル（PlO～P12）」、「特定健診等データ分析ソフト利用者操作マニュアル」を参照。  

統括支援センター・地域包括支援センターと連携して、対象者に適切なフォローを行う。  

区
栄
義
士
（
デ
ー
タ
†
q
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
書
繁
2
）
 
 

A
 
要
指
導
域
以
上
 
 

地
域
保
健
係
長
確
認
（
特
定
健
診
等
デ
ー
タ
分
析
ソ
フ
ト
利
用
者
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
資
料
2
参
照
）
 
 

保
健
指
導
区
分
（
階
層
化
結
果
）
が
情
報
提
供
（
生
活
習
慣
病
治
療
中
※
1
は
除
く
）
 
 

地
域
担
当
看
護
職
員
（
保
健
師
）
 
 

B
 
要
医
療
域
 
 

地
区
担
当
保
健
師
（
デ
ー
タ
管
理
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
※
2
 
 
※
3
 
 
 

C
 
e
G
F
R
5
0
 
未
満
 
 

地
区
担
当
保
健
師
二
区
栄
養
士
）
 
 

●生活苦慣痛冶■中  

※1I趨尿痛、高血圧症、怜井貫常症の治療に係る欒剤を膿用している害  

●マネジメント  

鮮2 データ分析（生活警憤病予防のための楕道包（早世、陣喜の予防のために）、定期織女診断結果一贅、基本情報、旺抒情響臥縫捗データ、鮮繊縫捗）  
※3 フォローの方向性を保札臥他用担当■l劃駄■、g架貞士等必要なスタッフで臨臥決疋（必要時地放尿縫係長に褐欄）   

●速決  

※4 特定饉捗等データ分析ソフトにより作成した一覧ホには対象昔の1なりかあるため、曜ほしてマネジメントすること．  

●3カ月権腰椎続支緩  
※5 縫ホ推遮採からのデータ送付翌月10日までに保健指導を開始し、初回介入暗から約3ケ月．P7  

●織絨支檀  

※6 絶銭的な支ばが必夢にもかかわらす、2回目以降の保縫指導が実施できない場合、最終の連総及び保杜指導から2ケ月を腫過するまでの間  
は、対象者に1ケ月に1国権度の電l看等の連持をする．最終の遵椅及び尿縫指導から2ケ月を経過した時点で中断（終了）する．P12   

●医療機関依頼文  
※7 受抄勧奨の隙の医療Ⅷ関依頼文は、文書の誤解を生じないために、訪問や面接で直抜本人に渡し説明をする。   
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P  

ライフサイクルに沿っ た住民主体の   

健康的な地域づくりのとりくみ  

⊂「亡l＼・・、、  
‰  

北海道奈井江町長   

北 良 治  

奈井江町の紹介  
置
横
 
 

位
面
 
 
 

●
 
 

●
 
 

札幌市から68Km 旭川市から68．8Km  

88．05Kポ（内55％が森林）   

本町は、JR函館本線と国道  

12号線が本町の中央を  

東側山手には高速自動車道が  

南北に縦tし、生活環境、農工  

生活消費流通等の面でも恵ま  

れています。  ●   

蠣1－  



奈井江町の高齢者の推移  
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0  

S55 S60 H2  H7 H12 日17 H20 合計特殊出生率1．50（2007年）  

（全道～1．18 全国～1．32）  

－2一  

保険認定状況  
・介護保険料基準金額 3，930円（月額）  

第1号被保険  

者数   対する認定者の割合   

中成12年度   1，942  222   11．4％  11． 

平成13年度   1，980  244   12．3％  12．9  12．4   

平成14年度   2，044  260   12．7％  14．2  13．9   

平成15年度   2，061   268   13．0％  15．3  15．1   

平成16年度   2，049  281   13．7％  16．0  15．7   

平成17年度   2，094  317   15．1％  16．4  16．1   

平成18年度   2，148  333   15．5％  16．9  16．4   

平成19年度   2，170  346   15t9％  17．0  16．5   

と比較して低い値です。   
－－   年々、認定者捗増え乞い手す軌道、国    ヾ私・    3   

■「l   



3木柱  

1．福祉の国際交流【平成5年～】  
厚生省に「福祉」をテーマとした国際交流相手先の紹介を依頼し、  

フィンランド共和国「ハウスヤルビ町」の紹介を受ける  

【平成7年～友好都市調印式】  

2．オープンシステムの導入【平成7年～】  
・オープンシステム（病診連携開放型共同利用病院）の導入  

■ 96床の内12床を町内開業医に開放  

■ 老人保健施設、老人総合福祉施設にも導入  

3．空知中部広域連合の設立【平成10年～】   
中空知1市5町（歌志内市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、上  

砂川町、雨竜町）で介護保険の広域処理を行うため「空知中部広  

域連合」を設立   

＜標準金額 3，930円＞  

【平成13年】 国保事業及び老人保健事業  
【平成18年】障害程度区分審査  

各ライフサイクルに沿った住民主体の  

健康的な地域づくりのとりくみ  

出生前～乳幼児～学童～思春期～青年期～壮年期～老年期  

・奈井江すこやかプラン21について  

・小児期からの生活習慣病予防  

・高齢者支援体制  

・ボランティアの育成について   



奈井江町の保     健活動（健康レベルうイフサイクル別）  

婚前・碍脾時  幼児期   学童期  年期 老年期   
（思春期含む）   （産  （，  

健康レベル3  
相談事某（電話t面接）  

冬嘩健康敷革■鱒鱒革草  イン 
一次予防  予防緒言塵  ・厚床づくり講演会  介護予防事業  

硬人草  なかよし広場  ・依現に慶る健辱教育  
母子経度軍畑横行  ジフテリア予防埠頭  く「鍵亭師者塵策＞  

（発病予防）  妊婦相談 指  食育申とりくみ  rすナやか羊峰鱒布 
婚姻届時  親子クッキング教皇   牒剛革率  

筆者及び親子申け料琴準至）」「匿医相談  一鱒席数育   ・鱒域介護予防暴動  
・運動指導事業  

（健康運動フロア  

（各種運動教皇）    康教育・健康相談   く特定音節考把 
三次予防  

結核検診  

（疾病申早期治療）  

†くンフレ叶寧布  ・特定保健指導  
3虎児僅諭事後精密捜査受汝帯‘‾  

三次予防  3歳児健診羊酎旨導  介護予防事業  
（疾病申治療）  ＜鱒定長野育時季＞  

（廣病¢ 巡回児童相談   ・草野畢介鱒予防蔓草  
（機能鱒捜1回復）  訪問浄導  （ひまわリクラブ）  

（リハビリテーシヨン 蛎 ＝二l：「＝ ご ∴ －  （体力づ〈り教室）  

（つくしんぼ教室）  （栄養改善教室）  

二星野型企草互墜事業  
叩く卑性甲歴年莱  

その他¢活動  （産前産後休暇・  稟            精神嘩書手相談事  
章児体秦御座中経進  （心の健康相談）  

健康づくり応接用事  奉瑛介護を言草ろう会（翠籾堅甲方を翠阻；持つ家族貪）  
保佐推進員会議・研  
食生活改善推進協  
食生活改善推進員  
運動サポーター事業  
健康フォーラム（全  

－b…－   

奈井江町筆早期まちづくり計画との関連性  
健事業】  

①各種健康教育・相談  
②基本健康診査  
③訪問指導  
④健康手帳発行  
（9講演会・フォーラム  

⑥骨粗髭症検診  
⑦がん検診・結核検診  
⑧各種運動指導事業  
（診高齢者インフル工ンザ  

⑩各種地区組織活動  
（俣慣詳進白＿．食生活故実琴  

推進員、健康づ〈り応援団）  

⑪禁煙対策（相談）  

⑫その鱒  

テーマ：おもいやり明日へ  

＜基本邑棟＞  

一人ひとりが主役のま  
ちづくり  

心の豊かさを追求する  
まちづくり  

広域的視野に立った  
まちづくり   

の一人ひとりの健康づくり  
②生革習慣病や疾病の  

＠地域医療体制の充実  

（1）健康づくりと疾  

病の予防対策  

の介護保険制度の円滑  
（a在宅サービスの充実  
招）．・施設サ＝ビスの充実  
仔）介護予防対策の充実  
（訃高齢者の生きがいづく  

（2）高齢者が安心  

して暮らせるまち  【鳶標章警  
②筋力同上トレーニング事実  
③栄養改善対策  
④衰族介護妄語ろう金   

【騰がい者対策】 

働勢輿、者相談・訪問  
②りくゝん厚教室  
③精神保健相襲  

【母子痩鹿活動 
①母子手帳発行 
②妊産婦保健指導 
③乳幼児層診・相談・福垂  
④歯科検琴牒琴・指導  

⑤訪甲鱒琴事業  

⑥予防接種  
⑦学校保健  
⑧小児期からの生活習慣病予防事業  

⑨食育推進事琴  

⑩虐待予防対策   

（4）安心して子育て  

ができるまち  の子育て支援や児童の  
3．学びあい心潤うまちづ  

4．魅力ある産業を目指  
すまちづくり  

5．みんなでつ〈りあげる  

まちづくり  

一7－  



「奈♯証すこやかフラン2I」の椎宇  

奈井江すこやかプラン21推進体制  

重点事業   健康づくり推進体制   母子保健対策  成人保健   高齢者  その他   

18  

士F 日  室の充実  ②食生活改善推進員養成講座  
年   充実   ②肥満予防対策  ②栄養改  ③食生活改墓推進協議会の活   

歯   ②食に関する関係  の強化   善対策の  

の  ③歯の健康の大切さについ  機関との連携  強化（低栄  ④各年代に合わせた身近な情  
健  ③虫歯予防対策の  養の予防）  報やレシピ紹介  

康   
充実  

（9口腔ケアの大切さのPR   

19  禁  ①禁煙対策ネットワーク体制  d  （D妊婦の禁煙指導  ①タバコの害を積極的にPR  （か健康フォーラムの開催   

年  煙  
の充美   強化   ②禁煙相談窓口の開設  （パネル展示）  

②禁煙サポーターとの連携  ②保護者と子供へ  ③ニコチンパッチの助成   

度  
進  推                       ③分煙・禁煙体制の環境推 進  タバコの害を積極的 にPR  ④禁煙教室の開催   

20  健  （D全町的な運動の推進   ①保護者に子供の   

年   
女   ②ウオーキングマップの活用促  

の連携   ②運動を通じ、子供  ②各種運動教室の内容充実  進   

度  
運   同士の交流と親睦  ③各種健康教育で運動の実施   ③運動サポーター研修会  
動  を促進   ④働き盛り世代の運動の促進  

⑤高齢者の体力づくり教室実施  

21   」  （弧こころの健康相談の体制  （D親子が安心して  ①休養をとる大切  ①うつ・閉  （D健康フォーラムの開催  

整備   遊べる環境づくり  さ、うつ予防の教  じこもり予  2休養・ストレス解消の大切さ   

年   」  
②育児を支え合う  室開催   防対作強  

度   
環境づくり   ②働き盛り世代の  

こころの健康を保  
つ取組を検討   

22   中 間 評 価  
ー9－  



第1章 計画の基本的な考え方  ＊奈井江すこやかプラン21策定の経過＊   

1．計画策定組織の体制  

町民や保健推進員、食生活改善推進協議会、健康つくり応援団等の関係者から、ワーキン   
グチームを作り、その意見をもとに課題整理や目標設定、ヨ又り組みの内容を検討するための   

策定委員会を組織しました。また、ウーキングチームや策定委員会からの意見をさらに検討   

し、取り組みやすい内容lこするために、行政関係者でプロジェクトチームを組織しました。   

これら、3つの組織での検討内容を整理し、その内容を地域医療連携運営委員会から、専門   

的視点で審議及び助言指導をいただき、奈井江町の現状と特徴を生かした計画づ＜りを実施  

しました。  

【組相園】  

Ⅰ．計画策定の背景   

近年わが国は、平均寿命が延び今や世界有数の長寿国となりました。長寿社  
会を稔りあるものとするためには、自分らしくいきいきと元気に暮らせる期間  
（健康寿命）を延ばしていくことが重要となっています。   
この計画は、奈井江町の地域特性を踏まえた具体的な副票や取り組みの内容  

を明確にしながら、「住民一人ひとりの力と社会の力を合わせていく」ことを  
基本理念とし、町民、地域、行政、関係機関が協力体制を組んで、全ての町民  
がすこやかで自分らしく、心豊かに生活できるいきいきとした地域を実現する  
ことを目的とした「健康つくり」のための行動計画です。  

、－Jこさゝ－、  

計んなで楽しく健康づくりしさう！  

健康 応接し手すJ  
Ⅱ．計画の基本指針  

基本指針その1：住民参加・住民主体の健康つくり  

町民のニーズや生活スタイル、価値観が多様化し、  
健康つくり対策に関しても個人の意志が尊重されなけ  
ればなりません。町民一人ひとりの意志や価値観が健  
康つくり対策に反映されるように、広く住民参加のも  
と、奈井江町の現状や特性を踏まえた、住民主体の健  
康つくり対策を推進します。  

2．計画策定までの手順   

①奈井江町健康づくり計画ワーキングチーム会議の開催   

計画を策定するにあたり、平成17年7月にウーキングチームを発足しました。   
4匡】の会議を開催し、「10年後のめさす自分の姿」「自分らしい健康つ＜り」について今後  

の希望や夢を語りあうと共に、健康つくりの現状や生活実態（課題等）などを話し合いました。   
そして、主に健康的な生活習慣に欠かせない、「栄養・食生活・歯」「運動・身体活動」「こ  

ころ」「たばこ」の4つの視点に焦点をしぼり、各グループに分かれての話し合いを持ちました。   

②奈井江町健康つくり計画策定委員会の開催  

計画を策定するにあたり、平成17年7月に策定委員芸を発足しました。   
すこやかなまちの実現に向けて、ウーキングチームで話し合った内容を更に、ライフサイクル  

を意識して、「自分自身・家族でできること」「地域・みんなでできること」「行政ですること」  

に整理しました。不足している年齢層の課題や取り組み内容を検討したり、新たに上がった健康  
に関連する課題について、どの領域で取り組んでい＜か意見交換しました。   

また、町民健康意識アンケートの内容、計画の到達目標や各期のキャッチフレーズを検討しま  
した。  

基本指針その2：生活習慣の改善を視点に  

生活習慣病は、死因の7割に達しており、食生活、運動、ストレス、喫煙など、普  
段の生活習慣が深く関連しています。「奈井5工すこやかプラン21」では、それら  
の生活習慣の領1或ごとで、適切な取り組み内容を検討し、生活習慣病を予防するこ  
とを目指しています。  

本指針その3：健康つくり活動推進のための環境つ＜り   

すこやかでこころ豊かに自分らしい生活を送るためには、町民一人ひとりの健康  
意識が重要ですが、それらの健康つくりを支援する地土或社会の環境つくりや支援体  
制が求められます。   

個人、地域、行政、医療機関や教育機関、企業や地域の組織など、様々な関係機  
関の連携・協力体制のもと、地域全体で積極的な健康つ＜り活動を推進します。  

添付針射41  第1睾 基本的な考え方11   
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健康づくりと医療連携のあり方  

・地域医療連携運営委員会に、保健師が参加し、   
健康作り活動について報告、意見交換を実施  

・各保健事業（健康づくり講演会、健康フォーラ   
ム、すこやか健診等）医歯会との協力体制のも   

とに実施  

・健康運動フロアの実施の際、医師の指導が必   

要な場合は、「運動指導票」を発行していただ   

き、“かかりつけ医”の意見のもと、安全で効果   

的な運動実践ができる体制をとっている。  

－13－  



健診体制と医療連携のあり方  

・平成19年度～  

①国保担当者、衛生担当者との打ち合わせ   

会議を密に実施  

②‘‘特定健診等懇談会”を開催し、地元の健   
診体制の検討、効果的な健診・保健指導体  
制の検討、実施体制の  

疇－  

∈ヨ ′lヱ■ヽ  見交換を行う。  

※現在、必要に合わせ①、②を実施し、未受  
診者対策、健診一保健指導対策を検討し、効  
果的な実施体制を検討している。  

－14－  

小児期からの生活習慣病予防事業  

◎ 目的  

奈井江町の子供たちの虚康状態を把握し、継続的にかかわることで小中  

高生■保護者■家族・地域へと健康への関心が高まり、予防の大切さを理解  

し、健康行動の見直しが図られる。  

◎ 事業内容  

1．小学3年生～高校生までの生徒の健康診断   

（身体計測、問診、血圧測定、血液検査）   

2．関係者向け学習会の実施   

3．小児期からの生活習慣病予防講演会の実施  

4．生活習慣病予防のためのパンフレット作成（別冊参照）  

5．健診の結果をふまえ、かかりつけ医師等と課題を検討し、解決に向  
けて事業を実施する。  

6．児童生徒用の『すこやか手帳』の作成  
7，健診事後教室の開催（クッキング教室曽運動教室）  

－15一   



健診項目別結果状況  

H15年度  H16年度  H17年度  

検査項目  
人数  割合  人数  割合  

（％）  （％）   （％）   

高脂血症   74  25．9  57  22．2  50  22．4   

肥満   70  24．2  49  19．1   47  21． 

尿酸   46  15．9  49  19．1   42  18．8   

貧血   42  14．5  32  12．5  36  16．1   

肝機能   22   7．6   19   7．4  13   5．8   

糖尿病   3   1．0   0．3   0．4   

左記の表から、  

高脂血症、肥満、  

高尿酸血症、貧血  

などの傾向がわって  

きました。  

ー16－  

健診結果から地域の特性としで見えできた三と  

≪報告I≫  全回から比較すると、太り気味の  
割合が多い地域です。  
4～5人に一人が太り気味・・・。  

高脂血症の傾向臥小学生から少  
しずつ噛摩っこいる  

－17－   



問診内容から＝・ ≪報告5≫  

≪報告○≫  

野菜のとり方が少噂いことがわ  

か明春した。  
≪報告T：要  

ー18－  

4．健診事後の体制   
※かかりつけ医師等と課題を検討し、解決に向けて事業   
を実施する。  

①健診結果説明会→保健指導・栄養指導   
★生活習慣病予防のためのパンフレット作成（オリジナル）   

★フードモデル、オリジナルポスターの活用  

（ジュース、お菓子の砂糖量や脂肪量を重点的に）  

②学校で健診結果の傾向を報告  

③講演会の実施（保護者及び保健・学校関係者向け）  

④児童生徒用の『すこやか手帳』の作成  

⑤健診事後教主の開催（クッキング教主1運動教室）  

⑥正しい食生活の大切さ「食育」の普及活動  

（パネルシアター、食育カルタの活用）  

－19－   



こうして、学校・児童 生徒関わる組織  

や人がとても増えました！  

一 一■  
一 ‾ ‾ ‾ － －  －  

教育委員／会ノ■ラ                ／   
ニ  ‾  

警告÷ 」式ユー＿＿＿  

∵圭一一一‾‾‾‾ 
PTA・保護軍  

‾…‾‾‾く－ 、＿   学校  
ヽ  

1  

J  

一一  地域住民   
′
′
 
 

ノ／、－＿  
／     、－、  

、 －－－－－て－－一一一一一‾  

、：二二健康づくり応援団、1  

子供を切り口に、家族、地域の健康レベルの底上げ！  
－20－  

幼児期紗銅盤涛 痍争絡夢  

＊子供の健診結果を家族で見ることにさり、家  
族くるみで生活の振り返りがでまるJ  

＊「野菜不足」、「糖分、脂肪の摂り過ぎ」「生活  
習慣の乱れ」臥地域全体の課題としてとら  
えることがで己たぎ  

＊様々な組織同士の連携・協力体制が強化J  

＊住民帆学校医・医歯会に相談しやすい体制  
がで己たJ  

＊地域に開かれた学校になったJ  

＊学校保健懇談会で臥この事業をテーマに  
課題や取組を模討する体制になった。  

－21－   



高齢者支援体制   

＜保健センター内＞  
－－－一一－－一一－－－－■－－■■一■●】一－－－－■一一一  

－22－  

≪高齢者支援の全体像≫  《介準備険居宅サービス≫  

1）新予防給付サービス  

★運動器め機能向上  

★口腔ケア  

†L★アクティビティ  
（うち、在宅認定者Z39、地域密着型Il人  2）介護保険サTビス  

（施設入所者、入院等94人）  
《介護保険施設サービス》   

運動、レク、施設ケア  

‾‾‾‾‾‾‾‾…‾ 

i盲壷高森壷 

＜高齢者諾敢2．I70人＞   
′ 、 

′ 、  

高齢者全般へ  

【自立支援・疾病予防・健康づくり対策】  

＊保健福祉サービス  

＊老人クラブ活動  

＊就労対策、ボランティア、奉仕活動  

＊生涯学習、各種サークル、趣味せきがい対策：  
；＊健康づくり活動、健康診断  
●－＿＿＿＿＿＿＿．＿‖＿．＿＿．＿＿．＿．＿．＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿■＿＿．．＿＿＿l  

し‖醜由烏二卓こ卓出酪主軸姓j8ユ‖＿＿＿ 
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奈井江町の介護予防事業  

1）高齢者の体力づくり教室（3ケ月コース筋トレ）  

2）ひまわりクラブ～地区を巡回して実施   

閉じこもり予防が大事！  

（運動、口腔、栄養改善、うつ・認知症・閉じこも   

り予防の要素を入れて）  

3）介護予防講演会  

4）各種運動指導事業  

5）ボランティア育成  

6）訪問指導  

－24－  

高齢者の体力づくり教室  

高齢者に対し、マシンを利用した積極的な±  
レーニング  

遇2由、約コヶ月間トレーニンヴを実施J  

凸  
3ケ月コースの筋トレの後は＝・  

たとえばt・・  
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筋力を維持するために  

「元気コツコツ筋トレサークル」へ  

「チェアビクス教室、サークル」へ  

「ストックウオーキング教室、サークル」へ  

「健康づくり運動フロア」へ  

「地区運動教室」へ  

「ひまわりクラブ」へ   

※個人に合った運動を続けられるエ夫を   

しています。  

－26－  

栄養バランスを維持するために  

「ひまわりクラブ」へ  

「男性のためのやさしい料理教室」へ  

「食生活改善推進協議会」へ  

「健康づくり応援団」へ  
教室の後は、  
男の料理「友の会」  

で活発に活動してい  

ます！  

※個人に合った活動を続けられる工夫を   

しています。  

ー27－   



仲間づくりをしたい方、  
ボランティア活動に興味ある方へ  

「ひまわりクラブ」ボランティアヘ  

「食生活改善推進協議会」へ  

「健康づくり応援団」、「運動サポーター」へ  

「すこやかプラン推進町民委員会」へ  

「地区組織活動」へ  

保健活動のボランティアヘ積極的参加  

※個人に合った活動を相談しあい、共に   

実践しています。  

－28－  

ボランティア育成、住民参加型   
健康づくり活動例ヰーワード  

「ヘルスプロモーション」  

「住民主役」  

「地域力」  

「世代間交流」  

●  I 

…いろいろ臥頗 
l  l  

★地元医師との懇詫  

蓮
冊
 
 

★体察し石みたい  動
 
 

l
●
 
l
●
 
 

を
 
 
 
跨
施
 
零
葉
 
 

●  

★実践したこ七を地域で  

哲塁間抄暦曲  釧鎚旗招魯臥  
銅豊銅豊崖』短夢笥奄眉拒趣屈  
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÷し。≡呂書≡  

「奈井江すこやかプラン21推進町民委員会」と  

「庁舎内推進委員会」の連動、関係機関（医歯  
会等）との連携強化  

・すこやかプランの評価方法の更なる検討  

・各ライフサイクルに沿った効果的な保健事業の   

展開及び評価  

・住民力を生かした、広がりのある健康づくり対策   

の展開  

・奈井江町の住民力を日本各地へ発信！  
－30－  
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梼原町の保健医療福祉の歴史  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■tl＝＝■■■■t■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■t■■■■＝＝1■■■■T■■＝＝■■▲■■■t■▲■■■■■■■■■●■■■■  

昭和46年に無医地区を経験・■医師確保苦労の歴史があ  
り、行政と町民の思い  

◎安定的な医療確保の必要性  

◎疾病予防、健康づくりの必要性  

●  

推進員制度など住民参加の健康づく  健康文化の里づくり  
り   

●  

安定した医師   

の確保  

保健・医療連  

自治医大卒業生＝昭和57年着任 

高い町内医療機関の住民利用率  
000   

福祉サービス市町村へ移譲 平成5年   

保健・医療・福祉を一体とした   

地域包括ケアシステムの必要性  

●  

携  
●  

●そして梼原病院、保健福祉支援センター建設へ  

－介護保険法一障害者自立支援法の施行で必要度増。  
＝＝・・・・＝＝・・＝＝……………………t＝t＝…＝－∂－＝t・・暮1・・・＝………・・………・t……・・   





・予防接種  

・糖尿病教室など講座  

・特定健診・ガン検診事業  

・すこやか健診  

・小児健診 

・産業保健  

・あゆみの会  

・予想以上にだった  

キ▲「，  

－・ ◆■  

・距離がなくなる■・・町民は一度に手  

続きが済む。ついでに相談できる。  
ついでに手続き。  

・連携がよくなることで＝・保健、医療、  
福祉サービスの間に隙間  

（時間、サービス間）  
が少なくなる。■・町民の安心  

地域ケア会議  

ケアカンファレンス  

サービス担当者会  

訪問   

－8－  
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H15から  

H15 昨対伸幸 H16 昨対伸幸 H17 昨対伸幸 H18 昨対伸幸 H19 昨対伸幸 H20 昨対伸幸              H20平均値   

一般  238，383    240．458  0．8†＼  251．609  4．64㌔  258．046  2．5即i  267朗7  3、73㌔  315，307  柑％  261．912   

退職  377．318    372．946  －＝飢  393．686  5．56㌔  406．022  3．13？i  428．153  5、45㌔  377，104  －12†i  392．538   

老人  884．921    920．50車・02†ふ   9了9．616  6．42㌔  1．000．596  2，14？i  川51．348  5．07㌔  967．397  
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数の推移  

活習慣の変化（欧米化・手軽さ・安易化ヰ社会）  

－17－  

国保生活習慣改善モデル事業   

（平成13年度～平成16年度）  

保健事業の本格的な評価  

健康長寿な町の要因が  
明確になった。  

・よい自然環境   

一健康な食事と生活習慣   

・人と人のつながりある。  

・これまでの保健医療活動  

健康課題も明確になった。  
・脳出血が多い。   

・働き盛りの男性が早世  

・人と人のつながりが薄れている。  

・優れた生活習慣が若い世代に引  

き継がれていない。  

健康長寿の里づくり計画  

－18－   









資料6  

各市町村の保健事業の取組みの概要  
～最近の「健康な町づくりシンポジウム」の発表事例より ～  

1．宮城県涌谷町（わくや健康ステップ21、ヘルスアップ事業の取組み）  

子供から高齢者まで総合的な健康づくり事業「わくや健康ステップ21」の  

推進や、ヘルスアップ事業を通して健診率の向上、ボデユレーションアプローチの体制確立  

するため健康推進員の活用や地域交流の場を利用し、積極的な健康づくり  

に取り組んでいる。具体的には、親子料理教室、中学生骨密度測定事業、  

要介護教室、シルバースマイルクッキング教室など展開している。   

特定健診・保健指導では、健診センターが国保部門と連携し、継続的な  

支援が可能となるように、参加者の仲間意識など高める工夫をしながら進  

めている。  

2．和歌山県上富田町（生涯学習事業、健康づくり事業の取組み）  

全町民の健康づくりに取組むため、「ともに助け合い、明るく元気で個性  

を育む自然豊かな上富田、みんなで歩こう健康人生」を標語に、′ト学生の  

栄養から高齢者の転倒予防までの生涯学習を展開し、様々な教室を開催し  

ている。これらは、NPO法人や関係機関との連携を図り積極的に実施さ  
れている。地域総合型スポーツクラブ「シーカ」による事業では、全住民  

を対象に運動教室の開催、「上富田体操」の普及、健康福祉と文化のまつり  

の開催など取組んでいる。   

当町は県下で国保一人当たり診療費が最低。  

3．鹿児島県日置市（元気な市民づくり運動、ヘルスアップ事業の取組み）   

地域を中心とした健康づくりを推進するため、「元気な市民づくり運動」  

推進計画書を策定し、自治会、公民館などと連携をとり生涯学習教室の開  

催など展開している。また、住民の食・栄養、運動、心・休養、生きがい  

などの傾向を分析し、それぞれにイベント、教室など開催し対策を施して  

いる。自治会（211）でのいききサロン活動を通しての交流は、半数以上の  

自治会で開催されている。ヘルスアップ事業では、栄養・運動教室の夜間  

開催、歩数計の配布など試み、生活習慣病予備群の減少効果が得られた。  

－1－   



4．千葉県市川市（WHO健康都市いちかわの推進）   

平成16年11月「健康都市いちかわ」宣言を行い、翌17年に健康都  

市プログラムを策定、地域パワーを活かした健康都市として、町内会・市  

民活動団体・NPO団体など連携して各種事業を展開している。高齢者の  
いきいき教室は平成19年度1500回開催、6万人の参加があった。   

疾病分析の結果、高血圧が多く、地区ごとに保健推進員、食生活改善員  

などによる地域支援事業を展開している。  

5．新潟県佐渡市（生活習慣病予防のための総合的な推進）   

市全体が生き生きと元気になることを目指し、「健幸さど21計画」を策  
定、食事・運動・さけ・たばこ等の病気予防だけでなく、生きがい・ふれ  
あい・ゆとり・活躍など元気づくりにも力を入れている。   

生活習慣病対策に積極的に取り組み、健康推進員による地域の学習会で  

は、137回開催、2千人の参加があった。また、親子の健康支援事業と  

して健康教室など開催し、子供の肥満、栄養対策など成果を上げている。  

6．熊本県植木町（健康日本21うえき計画、ヘルスアップ事業の取組み）   

「健康づくり田原坂大作戦～健康日本21上木計画」を策定し、子供か  
らの生活習慣病予防から高齢者の生活機能障害の予防まで幅広く対策を展  

開している。   

ヘルスアップモデル事業では、個人の健康を支援する町の環境整備を大  
学・行政・関係団体などと事業協力推進協議会で実態調査を行い、評価・  

検討した。その結果、地域資源（温泉、健康運動指導員、食生活改善推進  

員等）の活用でより継続性のある支援が可能につながった。また、支援介  
入、非介入群との比較を行い、保健指導の効果の検証を行なった。  

7．北海道長沼町（総合保健福祉施設など活用した健康づくり事業）   

総合保健福祉施設センター「りふれ」が町の保健事業の中心として、各  

種健診、健康教室・指導が実施されている。施設は、子供から高齢者まで  

－2－   



利用できるプール、トレーニングルームや介護支援センター、デイケアセ  

ンターなど充実しており、生活習慣病予防対策ではBMI25以上の方に対  

する糖尿病対策教室の開催など実施した。当施設では利用者の血圧・体脂  
肪などデータが蓄積されており、5000人（人口12000人）分が登録さ  

れている。  

8．滋賀県高月町（町全体の健康づくり事業、保険者協議会の活用）   

住民参加型の健康づくり運動・介護予防運動に取組み、ともに1次～3  

次予防まで体系化して事業を展開している。生活習慣病対策では、からだ  

の点検目、ヘルスアップ教室を1次予防として、健康相談、健康手帳の交  

付など行い、各種健診を早期発見のための2次予防に、重症化予防を3次  

予防にと実施している。  

1次予防健康づくりでは、さらに保険者協議会参加の国保、健保、政管、  

共済などの保険者と共同して、特に被扶養者を対象に健康教育、訪問指導  

を展開し、介入群の指導効果分析など行なった。  

9．山口県柳井市（ヘルスアップ事業、健康マイレージの取組み）   

健康づくり事業として、人間ドック、総合データバンク事業、いきいき  

生活塾の開催、健康チャレンジ100実践運動、栄養士による訪問指導事業  

など展開してきているが、国保ヘルスアップ事業にも積極的に取組み、個  

別支援と合わせて、ウオーキング教室、水泳教室、フォローアップ教室な  

どの集団教室を開催し、サポート体制を整えている。   
また、市民が健康に役に立っ活動（ハイキングの参加、温水プールの利  

用、公園清掃など）することで、ポイントがたまり、商店への支払い補助、  

駐車場無料券への交換などできる「健康マイレージ」の取組みも実施して  

いる。  
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